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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検査対象に超音波を送信するとともに前記検査対象から反射するエコー信号を受信する
超音波探触子と、前記超音波探触子によって受信されたエコー信号を処理する信号処理部
と、を備え、
　前記信号処理部は、前記エコー信号から第一の方法で推定した血流速度と、前記第一の
方法と異なる第二の方法で推定した血流速度との差から、前記血流速度における三次元効
果を推定し、当該三次元効果を反映させて診断情報を生成することを特徴とする超音波撮
像装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の超音波撮像装置であって、
　前記信号処理部は、前記エコー信号から血流速度を算出する血流速度演算部と、前記血
流速度演算部が算出した血流速度をもとに三次元効果を推定する三次元効果推定部と、を
備えることを特徴とする超音波撮像装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の超音波撮像装置であって、
　前記血流速度演算部は、検査対象の組織速度を算出する組織速度演算部と、ドプラ速度
演算部とを備え、前記組織速度演算部が算出した組織血流境界速度と前記ドプラ速度演算
部が算出したドプラ速度を用いて、撮像面内の血流速度を算出することを特徴とする超音
波撮像装置。
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【請求項４】
　請求項２に記載の超音波撮像装置であって、
　前記三次元効果推定部は、前記三次元効果として、撮像面に直交する方向の血流速度の
空間変化率、及び、それから導かれる諸量を算出する空間変化率演算部を備えることを特
徴とする超音波撮像装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の超音波撮像装置であって、
　前記空間変化率演算部は、前記空間変化率の分布モデルを有し、前記分布モデルを用い
て前記血流速度の差から、ビーム角度の異なる複数の点の各々について、前記血流速度の
空間変化率を算出することを特徴とする超音波撮像装置。
【請求項６】
　請求項２に記載の超音波撮像装置であって、
　さらに、前記三次元効果推定部が推定した三次元効果を用いて、診断情報を生成する診
断情報生成部を有することを特徴とする超音波撮像装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の超音波撮像装置であって、
　前記診断情報生成部は、前記三次元効果推定部が推定した三次元効果を用いて、２点間
の圧較差を生成することを特徴とする超音波撮像装置。
【請求項８】
　請求項６に記載の超音波撮像装置であって、
　前記診断情報生成部は、前記三次元効果推定部が推定した三次元効果を用いて、撮像領
域における物理量の残存量を算出することを特徴とする超音波撮像装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の超音波撮像装置であって、
　前記物理量は、質量、運動量、運動エネルギ、熱量、物質の濃度から選ばれる１種以上
であることを特徴とする超音波撮像装置。
【請求項１０】
　請求項８に記載の超音波撮像装置であって、
　前記物理量は、前記撮像領域における運動量であって、
　前記診断情報生成部は、診断情報として、運動量の残存量を用いて組織血流相互作用力
を算出することを特徴とする超音波撮像装置。
【請求項１１】
　請求項２に記載の超音波撮像装置であって、
　さらに、前記診断情報を表示する表示部を備えたことを特徴とする超音波撮像装置。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の超音波撮像装置であって、
　前記表示部は、断層像画像及び／または血流ベクトルの表示とともに、前記診断情報を
グラフ又は数値として表示することを特徴とする超音波撮像装置。
【請求項１３】
　請求項１１又は１２に記載の超音波撮像装置であって、
　前記表示部は、前記診断情報の時間的推移を表示することを特徴とする超音波撮像装置
。
【請求項１４】
　請求項１に記載の超音波撮像装置であって、
　さらに、外部からの心拍情報又は心電情報を入力する入力部を備え、
　前記信号処理部は、前記入力部から入力される心拍情報又は心電情報に基づき、複数の
心周期の診断情報を生成することを特徴とする超音波撮像装置。
【請求項１５】
　検査対象に超音波を送信するとともに前記検査対象から反射するエコー信号を受信する
超音波探触子と、前記超音波探触子によって受信されたエコー信号を処理する信号処理部
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と、を備え、
　前記信号処理部は、前記エコー信号から血流速度を算出する血流速度演算部と、前記血
流速度演算部が異なる方法で算出した血流速度の整合性をもとに、撮像面に直交する方向
の血流速度の空間変化率を算出する空間変化率演算部と、を備えることを特徴とする超音
波撮像装置。
【請求項１６】
　超音波撮像装置で得られるエコー信号を用いて、検査対象に関する診断情報を生成する
方法であって、
　前記エコー信号から、同一の位置について、２つの方法で血流速度を算出する処理と、
　前記２つの方法で算出した血流速度の整合性を評価する処理と、
　前記血流速度の整合性を用いて、撮像領域における血流の三次元効果を推定する処理と
、
　推定された血流の三次元効果を用いて、２点間の圧較差、血流フラックス、及び組織血
流相互作用力のいずれかを含む診断情報を生成する処理と、を含む方法。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療用の超音波撮像装置に関し、カラードプラ法の情報から血流の速度ベク
トルが推定できる超音波撮像装置において、血流速度の三次元効果を推定する機能を持つ
超音波撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　カラードプラ法では、超音波ビーム方向の速度成分しか直接計測することはできない。
断層面内で血流がどちらの方向に流れているか、流れ方向を表示することはできない。そ
こで、組織の境界の速度と２次元流の質量保存の式から超音波ビーム方向と直交方向の速
度成分を推定し、超音波ビーム方向と直交方向の速度成分から速度ベクトルを求める方法
（Ｖｅｃｔｏｒ　Ｆｌｏｗ　Ｍａｐｐｉｎｇ：ＶＦＭ）が提案されている（例えば特許文
献１）。ＶＦＭでは、流れに３次元性があることを前提としておらず、すべて撮像面内か
ら漏れ出すことのない二次元流を想定して構築されている。従って、ＶＦＭでは、実際の
血流のような撮像面を通過していくような流れ場の血流情報、例えば血流の圧力場などを
得ることはできない。
【０００３】
　超音波撮像装置において、三次元計測を行い、任意の視点から三次元画像を得る手法が
知られているが（例えば特許文献２）、三次元計測で得られる三次元画像から血流ベクト
ルの三次元性（三次元的な血流動態）を推定することは困難である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－３４２５８５号公報
【特許文献２】特開平１１－３１３８２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　三次元的な心臓や腫瘤の血流の動態を検査するためには、三次元的な血流の解析が重要
であるが、上述したように、二次元流を想定して構築されたＶＦＭには限界があり、撮像
面内の二次元的な血流動態に加えて、撮像面を通過する流れ場の三次元的な効果を推定す
る必要がある。
【０００６】
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　本発明は、カラードプラ法で得られる血流の速度情報を用いて、血流の三次元効果を推
定し、それを診断情報に反映して提示できる超音波診断装置を提供することを課題とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決する本発明の超音波撮像装置は、カラードプラ法の情報をもと、複数の
方法で血流速度の推定を行い、それらの整合性を基に、血流の三次元効果を推定し、診断
情報に反映する。
【０００８】
　すなわち、本発明の超音波撮像装置は、検査対象に超音波を送信するとともに前記検査
対象から反射するエコー信号を受信する超音波探触子と、前記超音波探触子によって受信
されたエコー信号を処理する信号処理部と、を備え、前記信号処理部は、前記エコー信号
から第一の方法で推定した血流速度と、前記第一の方法と異なる第二の方法で推定した血
流速度との差から、前記血流速度における三次元効果を推定し、当該三次元効果を反映さ
せて診断情報を生成する。
　なお三次元効果とは、実際には三次元で規定される血流ベクトルを二次元空間で規定し
た場合すなわち二次元流仮定の場合に、その二次元空間と直交する方向の血流速度成分が
持つ効果を意味し、当該血流速度成分である空間速度変化率やそれから導かられる諸量を
含む。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、三次元的な血流動態の検査に役立つ診断情報が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の超音波撮像装置の実施形態を示す全体ブロック図。
【図２】第一実施形態による信号処理部の動作を示すフローチャート。
【図３】（ａ）は、組織画像における座標系の説明図、（ｂ）は、組織速度算出の説明図
。
【図４】血流ベクトル算出の説明図。
【図５】異なる方法による血流ベクトル算出を説明する図。
【図６】三次元効果推定部の処理を示す図。
【図７】（ａ）、（ｂ）は、それぞれ、物理量保存の概念図。
【図８】（ａ）、（ｂ）は、それぞれ、診断情報の算出を説明する図。
【図９】第二実施形態による信号処理部の動作を示す図。
【図１０】表示の実施形態の説明図。
【図１１】表示の実施形態の説明図。
【図１２】表示の実施形態の説明図。
【図１３】表示の実施形態の説明図。
【図１４】表示の実施形態の説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本実施形態の超音波診断装置は、検査対象（３）に超音波を送信するとともに前記検査
対象から反射するエコー信号を受信する超音波探触子（２）と、前記超音波探触子によっ
て受信されたエコー信号を処理する信号処理部（１５）と、を備え、信号処理部（１５）
は、エコー信号から血流速度を算出する血流速度演算部（１５４）と、血流速度演算部が
算出した血流速度をもとに三次元効果を推定する三次元効果推定部（１５５）とを備える
。
【００１２】
　血流速度演算部（１５４）は、検査対象の組織速度を算出する組織速度演算部（１５２
）と、ドプラ速度演算部（１５３）とを備え、組織速度演算部が算出した組織血流境界速
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度とドプラ速度演算部が算出したドプラ速度を用いて、撮像面内の血流速度を算出する。
【００１３】
　三次元効果推定部（１５５）は、三次元効果として、撮像面に直交する方向の血流速度
の空間変化率、及び、それから導かれる諸量を算出する空間変化率演算部（１５８）を備
える。また三次元効果推定部が推定した三次元効果を用いて、診断情報を生成する診断情
報生成部（１５９）を有する。
【００１４】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
　図１は、本発明による超音波撮像装置の装置構成例を示すブロック図であり、図１に示
すように、本実施形態の超音波撮像装置は、装置本体１と超音波探触子２を有している。
【００１５】
　装置本体１は超音波探触子２を制御しながら、超音波画像の生成に使用するものであり
、入力部１０、制御部１１、超音波信号発生器１２、超音波受信回路１３、表示部１４及
び信号処理部１５を備えている。
【００１６】
　超音波探触子２は超音波信号発生器１２で生成された信号に従い、生体（被検者）３に
接し、照射領域３０に対し、超音波を照射すると共に、照射領域３０の反射波エコー信号
を受信する。超音波探触子２は、スキャン方式に応じて連続波或いはパルス波を発生する
。
【００１７】
　装置本体１の各構成要素を説明する。入力部１０は、超音波撮像装置を操作する検者が
制御部１１に対し超音波撮像装置の動作条件を設定するキーボードやポインティングデバ
イスを備える。また検査に心電図等の外部機器からの情報を利用する場合、外部信号入力
部としても機能する。
【００１８】
　制御部１１は、入力部１０によって設定された超音波撮像装置の動作条件に基づき超音
波信号発生器１２、超音波受信回路１３、表示部１４及び信号処理部１５を制御するもの
で、例えばコンピュータシステムのＣＰＵである。
【００１９】
　超音波信号発生器１２は、所定の周波数の信号を発生する発振器を備え、超音波探触子
２に駆動信号を送る。超音波受信回路１３は、超音波探触子２によって受信された反射エ
コー信号に対し増幅や整相など信号処理を行う。超音波受信回路１３は、受信回路、包絡
線検波手段、Ｌｏｇ圧縮を行う手段を含む。表示部１４は信号処理部１５で得られた情報
を出力する。信号処理部１５は、超音波探触子２からの反射エコー信号から超音波画像を
生成する機能を有する。その詳細は後述する。
【００２０】
　また図示していないが、装置本体１は、スキャンコンバータやＡ/Ｄコンバータを備え
ている。スキャンコンバータは超音波受信回路１３に含んでもよいし、信号処理部１５の
後段に備えていてもよい。超音波受信回路１３がスキャンコンバータを含む場合は、信号
処理部１５で取り扱うデータ量が減るというメリットがある。また、スキャンコンバータ
を超音波受信回路１３に含めない場合には、信号処理部１５で多くのデータを取り扱うこ
とができ、精度のよい計測装置が実現できる。Ａ/Ｄコンバータは信号処理部１５の前段
に備えられる。そのサンプリングの周波数は通常２０ＭＨｚから５０ＭＨｚの間とする。
【００２１】
　次に、信号処理部１５の詳細な構成要素を説明する。信号処理部１５は、主要な要素と
して、断層画像形成部１５１、組織速度演算部１５２、ドプラ速度演算部１５３、血流ベ
クトル演算部１５４、三次元効果推定部１５５、表示画像形成部１５６、およびメモリ１
５７を有する。
【００２２】
　断層画像形成部１５１は、超音波受信回路１３から出力される反射エコー信号から、例
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えばＢモード像、すなわち超音波照射対象の平面的撮像法を用いた２次元的な組織形状画
像、あるいは立体的撮像法を用いた３次元的な組織形状画像を形成する。また、断層画像
形成部１５１は、組織形状画像より組織位置情報を抽出する。組織速度演算部１５２は、
組織形状情報から組織の動き情報を抽出する。ドプラ速度演算部１５３は、超音波受信回
路１３から出力される反射エコー信号から、例えば、カラードプラモードの血流速度情報
、すなわち超音波照射対象の平面的撮像法を用いた２次元的なドプラ血流速度情報、ある
いは立体的撮像法を用いた３次元的なドプラ血流速度情報を抽出する。血流ベクトル演算
部１５４は、ドプラ血流速度情報から、物理法則を用いて血流ベクトルを推定する。
【００２３】
　三次元効果推定部１５５は、血流ベクトルの三次元効果を推定し、この三次元効果を用
いて診断情報を生成する。血流ベクトルの三次元効果とは、血流ベクトル演算部１５４で
算出された血流ベクトルについて、その血流ベクトルを規定する面（二次元空間）と直交
する方向の血流速度成分が持つ効果を意味する。
【００２４】
　三次元効果推定部１５５には、三次元効果として、撮像面に直交する血流の速度空間変
化率やそれから導出される諸量を算出する空間変化率演算部１５８及び三次元効果を用い
て診断情報を生成する診断情報生成部１５９が備えられている。なお三次元効果推定部１
５５は、具体的には演算装置で構築され、演算装置に組み込まれたプログラムを実行する
により、空間変化率演算部１５８及び診断情報生成部１５９の機能を含む三次元効果推定
部１５５の機能が実現される。
【００２５】
　表示画像形成部１５６は、表示部１４に表示される表示画像を形成するものであり、断
層画像形成部１５１で形成された断層画像や、ドプラ計測で得られるドプラ波形、三次元
効果推定部１５５で算出された諸量などを、予め決められた形式や入力部１０から入力さ
れる指示に従い、表示画像を形成する。
【００２６】
　メモリ１５７は、反射エコー信号、信号処理部１５での演算に必要な情報や信号処理部
１５の処理結果を記憶する。
【００２７】
　以上説明した装置の構成を踏まえ、超音波診断装置の動作の実施形態を説明する。
【００２８】
＜第一実施形態＞
　本実施形態を、図２に示す処理フローを参照して説明する。図２では、具体的な例とし
て、照射領域３０（図１）が左心室を含む部位である場合を説明するが、照射領域３０は
検者が所望する血管や他の心腔でもよい。
【００２９】
　図２に示すように、本実施形態では、組織形状画像を形成して組織速度を算出する処理
（Ｓ１、Ｓ２）、血流速度を算出する処理（Ｓ３）、これら組織速度と血流速度を用いて
血流ベクトルを算出する処理（Ｓ４）、２つの方法で算出した血流ベクトル（血流速度）
を用いて血流ベクトルの三次元効果を推定する処理（Ｓ５）、推定した三次元効果を用い
て診断情報を生成する処理（Ｓ６）および診断情報を表示する処理（Ｓ７）を行う。診断
情報を生成する処理を省き、Ｓ７で推定された三次元効果を表示する処理を行ってもよい
。以下、各処理の内容を詳細に説明する。
【００３０】
＜ステップＳ１＞
　まず、照射領域（左心室）の組織速度を算出するために、照射領域の形態情報（Ｂモー
ド画像）を得るための撮像を行う。Ｂモード像の超音波周波数は、撮像が可能な１ＭＨｚ
から２０ＭＨｚの範囲とする。また、フレームレートは、心拍によって変動する心臓の動
きを捉えることができる範囲とする。具体的には１５Ｈｚ以上とする。断層画像形成部１
５１は、超音波受信回路１３から出力される反射エコーより、例えばＢモード像を形成す
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る。超音波生体画像は、平面的撮像法を用いた二次元的な画像あるいは立体的撮像法を用
いた三次元的な画像のいずれでもよく、時系列でデータを取得する。
【００３１】
　ステップＳ１によって得られる形状情報の一例を図３（ａ）に示す。図３は超音波探触
子２にセクタスキャンを行うセクタ探触子を用い、撮像対象を左心室３１としたものであ
る。図中、ｒは超音波のビーム方向（深度方向）、θは撮像面内のビーム角度方向である
。セクタスキャンの場合は、深度方向がｒ方向、スキャン方向がθ方向である。
【００３２】
＜ステップＳ２＞
　組織速度演算部１５２は、まず、断層画像形成部１５１がステップＳ１で形成した超音
波生体画像から、組織の位置情報を取得する。組織の位置情報は、組織内壁を画像処理す
ることによって検出してもよいし、検者が入力部１０を介して組織内壁を指定することで
取得してもよい。具体的には超音波画像では組織は高輝度値として認識されるため、高輝
度値部を心臓組織とし、２次元、あるいは三次元的な心臓組織位置を取得する。あるいは
、検者が入力部１０に備えてあるポインティングデバイスを介し、血液と組織との境界面
である組織内壁を指定することで、位置を与えてもよい。この手法をまとめて心筋トラッ
キングという。
【００３３】
　次に組織速度演算部１５２は、組織血流境界速度を算出する。組織血流境界速度とは組
織壁と血液の境界の速度であり、流体力学的に、この境界面では血液の速度と、組織の速
度が等しくなる。組織血流境界速度の算出方法は、二枚の時間的に連続した画像のパター
ンマッチングを用いてもよいし、前述のように決定した組織の位置情報の時間的推移すな
わち組織の移動を追跡してもよい。パターンマッチングの演算手法として、例えば、相互
相関法やＳＡＤ（sum　of　absolute　difference）法、ＳＳＤ（sum　of　squared　dif
ference）法、ＫＬＴ（Kanade-Lucas-Tomai）法を用いてもよい。これら手法により得ら
れる組織の移動量を画像の撮像間隔で除すことにより組織血流境界速度が算出される。
【００３４】
　組織血流境界速度として、例えば、図３（ｂ）に示すように、左側組織の組織血流境界
速度５１１と、同一深度の右側組織の組織血流境界速度５１２とが算出される。
【００３５】
＜ステップＳ３＞
　ステップＳ１の形態情報を得るための撮像とは別に、ステップ１で撮像した照射領域と
同じ照射領域についてドプラ法の計測を行い、血流速度分布情報を得る。ドプラ法は、連
続波ドプラ法、パルス波ドプラ法のいずれでもよいが、ここでは、汎用的な手法であるカ
ラードプラ法を用いる。この場合、ドプラ速度演算部１５３は、断層画像形成部１５１で
取得した超音波生体画像のなかの血流部に注目し、自己相関法により血流速度分布情報を
取得する。ここで得られる血流速度分布は、血流速度のうち超音波ビームのビーム方向（
ｒ方向）の成分である。
【００３６】
＜ステップＳ４＞
　血流ベクトル演算部１５４は、組織速度演算部１５２で算出した組織血流境界速度と、
ドプラ速度演算部１５３で取得した血流速度分布情報を用いて、血流ベクトルを推定する
。血流ベクトルの推定方法を、図４を参照して説明する。撮像面を流れる血流の速度は、
３次元の速度成分を持つ。ドプラ効果を用いた速度計測は、３次元的な速度成分のうち超
音波ビーム方向成分のみしか求めることができないが、物理法則（質量保存則）を用いる
ことで、ビーム垂直方向の速度成分の推定が可能となる。
【００３７】
　具体的には、極座標系における流体の質量保存則を表す連続の式は、式（１）のように
記述される。
【００３８】
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【数１】

　式中、ｒは、超音波ビームの深度方向、θは超音波ビームのセクタ走査の方向で、ｖｒ

、ｖθ、ｖｚは、それぞれ、ｒ方向、θ方向及び撮像面に垂直な方向の血流の速度成分で
ある。
【００３９】
　ここで撮像面を垂直に通過する血流速度ｖｚの影響を無視した場合、質量保存の式（１
）は次式（２）、（３）で表わされる。

【数２】

【数３】

【００４０】
　式（２）は式（４）のように書き換えることができる。

【数４】

【００４１】
　式（４）より、θ方向の血流速度ｖθ（r,θ）は式（５）によって求めることができる
。

【数５】

　式（５）中、ｖθ０（ｒ）は、組織速度演算部１５２によって算出された、深度ｒにお
ける組織血流境界速度のビーム方向と直交する方向の速度成分である。式（５）の右辺第
２項の積分は、深度ｒにおけるθ方向の積分である。
【００４２】
　式（５）で求められたビームと直交方向の速度成分ｖθ（r,θ）と、カラードプラで求
められた超音波ビーム方向の速度成分ｖｒ（r,θ）とから、図４に示したように、撮像面
における速度ベクトルＶ（r,θ）が求められる。図４では、一点のベクトルＶのみを示し
ているが、ＶＦＭの対象となる所望の領域に含まれる複数の点でベクトルが算出される。
【００４３】
　以上のように算出される速度ベクトルＶは、式（３）に示したように、撮像面を垂直に
通過する血流の影響は考慮されていない。そこで、次のステップで撮像面を垂直に通過す
る血流の影響、すなわち血流ベクトルの三次元効果を推定するために、血流ベクトル演算
部１５４は、同じ位置について、別の方法（アプローチ）で速度ベクトルＶを算出する。
【００４４】
　一例として、図５に示すように、組織血流境界（左右の心筋）の点ａから点ｂとすると
、式（５）のθ方向の積分を、左から右へ積分して速度ベクトルを算出する方法（第１の
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【００４５】
　第１の方法では、式（５）は式（６）となる。
【数６】

　ここで式（６）の右辺第１項の速度は、心筋トラッキングで決定された点ａについて、
組織速度演算部１５２が算出したθ方向の速度成分である。
【００４６】
　第２の方法では、式（５）は式（７）となる。
【数７】

　ここで式（７）の右辺第１項の速度は、心筋トラッキングで決定された点ｂについて、
組織速度演算部１５２が算出したθ方向の速度成分である。
【００４７】
＜ステップＳ５＞
　三次元効果推定部１５５は、上記ステップＳ４において、二つの方法で算出した血流速
度ベクトルの結果を用いて、まず結果の整合性を評価し、評価した整合性をもとに血流ベ
クトル三次元流効果を推定する。図６に三次元効果推定部１５５の推定処理の詳細を示す
。
【００４８】
　図６に示すように、ステップＳ１～Ｓ３で、カラードプラ画像と心筋トラッキングによ
り確定された組織血流境界の情報６０１が得られている。またステップＳ４で、二つの方
法で求めた血流ベクトル場６０２Ａ、６０２Ｂが算出されている。これら血流ベクトル場
６０２Ａ、６０２Ｂは、撮像断面の二次元流仮定の条件で得られたものである。
【００４９】
　三次元効果推定部１５５は、式（８）に示すように、二つの方法で求めた血流ベクトル
場の差分を取り、整合性を評価する（Ｓ５１）。
【数８】

【００５０】
　式（８）で求められるＤ（ｒ）は角度に依存せず、積分経路によって一定であるため、
深さの関数となる。Ｄ（ｒ）を算出する際の角度θの選択は、対象となるＶＦＭの領域で
あれば任意であり、組織血液境界に限定はせず、積分経路上の任意の点で算出可能である
。なお式（８）では、差分を取る血流ベクトル場として、θ方向の血流速度成分ｖθを用
いているが、θ方向の速度成分ｖθとビーム方向の速度成分ｖｒとから求めた血流ベクト
ルＶを用いることも可能である。
【００５１】
　ここで、計測対象が２次元流であれば、式（９）が成り立ち、式（８）のＤ（ｒ）は０
となる。
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【数９】

【００５２】
　しかし，心臓の左室のような流れは３次元流であり，式（３）が成り立つことは厳密に
はあり得ない。同様に式（８）も成り立たない。
【００５３】
　そこでＤ（ｒ）（≠０）を用いて、血流ベクトル三次元効果603を推定する（Ｓ５２）
。ステップＳ４で算出される血流ベクトルには、血流ベクトル三次元効果に起因する誤差
のほかに計測精度など種々の誤差が含まれるが、血流ベクトル三次元効果以外の誤差の多
くは、差分される両方の血流ベクトルに、同じ大きさで同じ符号を持つ誤差として含まれ
るため、差分することにより除去される。したがってＤ（ｒ）がゼロとならない主な原因
は、血流の二次元流仮定の破綻と考えることができる。
【００５４】
　三次元効果推定部１５５は、この前提のもとで、Ｄ（ｒ）は、式（１０）に示すように
、離散化された積分経路における個々の血流ベクトル三次元効果の足し合わせであると定
義し、個々の三次元効果を算出する。

【数１０】

【００５５】
　式（１０）において、Ｎは、ある深さｒでの積分経路上の血流ベクトルの数で、Δθは
ビーム角度間隔である。なお、血流ベクトルの数Ｎは、超音波ビームの数に依存する諸量
であり、積分経路上のサンプリング点数と言い換えることができる。
【００５６】
　Ｄ（ｒ）は積分経路における総和であるため、式（１０）から個々の三次元効果を導き
出すことはできない。そこで三次元効果推定部１５５（速度空間変化率演算部１５８）は
、個々の血流ベクトルの速度空間変化率の分布モデルを設定し、Ｄ（ｒ）から個々の血流
ベクトルの速度空間変化率を推定する。モデルは物理法則に反しない限り、任意である。
いくつかのモデルの例とそれを用いた速度空間変化率の算出方法を説明する。
【００５７】
　最もシンプルなケースとして、積分経路において、撮像面垂直方向の速度空間変化率が
均等であるとするモデルが挙げられる。このモデルを使えば、個々（各サンプリング点）
の速度空間変化率は式（１１）のようになる。

【数１１】

【００５８】
　第二のモデルとして、式（１２）に示すように、速度空間変化率がビーム方向速度と比
例関係あるとするモデルを示す。このモデルは、速度が大きい方が、流体が撮像面を通過
する確率も高くなる可能性が高いことを前提にしている。
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　ここでＣ２は比例定数である。式（１２）の右辺を式（１０）に代入すると、式（１３
）が得られ、この式（１３）の右辺を式（１２）に代入することにより、式（１４）によ
り個々の空間変化率が求められる。

【数１３】

【数１４】

【００５９】
　第三のモデルとして、式（１５）のように、撮像面に垂直方向の速度空間変化率が、ビ
ーム方向の速度空間変化率と比例関係にあるモデルを示す。このモデルも、速度が大きい
方が、流体が撮像面を通過する確率も高くなる可能性が高いことを前提にしている。

【数１５】

　ここでＣ３は比例定数である。
【００６０】
　個々の空間変化率は、第二のモデルと同様に式（１５）の右辺を式（１２）に代入して
得られる式（１６）により求められる。
【数１６】

【００６１】
　なお、第二および第三のモデルは、速度空間変化率がビーム方向速度あるいはビーム方
向の速度空間変化率と比例関係にあるというものであるが、これらの代わりに、ビーム垂
直方向血流速度、絶対血流速度、ビーム垂直方向の速度空間変化率、あるいは、その絶対
値との関係に基づくものでもよい。
【００６２】
　第四のモデルとして、撮像面垂直方向の速度空間変化率は心壁からの距離に依存すると
するモデルの例を式（１７）に示す。ここでは、速度空間変化率は、心壁からの距離が遠
い方が大きいと仮定している。但し、比例ではなく、反比例でもよい。
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　式中、Ｎは式（１０）で定義したＮと同じである。
【００６３】
　このモデルを用いた場合の個々の空間変化率は式（１８）で表される。

【数１８】

【００６４】
　以上、ある深さｒの積分経路におけるＤ（ｒ）を用いて、その積分経路上の個々の三次
元効果の算出することを説明したが、これを様々な深さで行うことで、所望のＶＦＭ領域
（左室内）すべてで、撮像面垂直方向の速度空間変化率を推定できる。すなわちＶＦＭに
対応する速度空間変化率のマップが得られる。
【００６５】
　三次元効果推定部１５５は、こうして推定された速度空間変化率を、そのまま空間的に
マッピングしてもよいし、さらに別の指標を作成してもよい。例えば、経時的に計測され
る反射エコー信号をもとに時系列で三次元効果を得て、注目部位の三次元効果（速度空間
変化率）の時間変化を算出してもよい。また速度空間変化率の撮像面における空間的な変
化を示すために、所定の位置の速度空間変化率を基準とする比や割合あるいはその組み合
わせを算出してもよい。さらに時系列で得られた三次元効果あるいは異なるときに得られ
た三次元効果を記憶しておき、その最大血流ベクトル三次元効果（最大値）、最低血流ベ
クトル三次元効果（最小値）、平均血流ベクトル三次元効果（平均値）を算出することも
可能である。
【００６６】
　これら諸量は、撮像面に垂直な方向で、流れが加速あるいは減速している状態を推定す
る指標として利用することができる。
【００６７】
＜ステップＳ６＞
　三次元効果推定部１５５（診断情報生成部１５９）は、ステップＳ５で算出した三次元
効果すなわち撮像面と直交する方向の速度空間分布を用いて、二次元流仮定のもとで算定
した診断情報を補正したり、新たな診断情報を生成することができる。
【００６８】
　診断情報の一例として、圧較差の算出について説明する。
　一般に、血流のような非圧縮性の流体の圧分布を計算する手法には、Ｎａｖｉｅｒ－Ｓ
ｔｏｋｅｓ式を用いた方法（ＮＳＥ法）と圧力Ｐｏｉｓｓｏｎ式を用いた方法（ＰＰＥ法
）の二つがある。ここでは、ＮＳＥ法に比べ、計算コストが低く、また十分な境界条件を
入れることで、時間情報を必要とせずに圧力場が求まるという利点のあるＰＰＥ法を適用
する場合を説明する。説明を簡単にするため、直交座標系を用いるが、極座標系を用いて
もよいことは言うまでもない。
【００６９】
　ＰＰＥ法の方程式は、テンソル表記において式（１９）のように記述される。
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【数１９】

　ここでｐは圧力、ｕは速度、添え字は方向で、１が深さ方向、２が撮像面内で、１の方
向と直交する方向、３が撮像面垂直方向である（以下、同じ）。
【００７０】
　ステップＳ４で算出される血流ベクトルは２次元的な計測のため、式（１９）のすべて
の項を取得することはできない。面外方向への歪率の影響がゼロであるという仮定を置い
た２次元計測の場合、式（１９）は式（２０）となる。

【数２０】

【００７１】
　ここで、式（２０）は簡略された式であるため、情報が十分とは言えない。例えば、左
室早期拡張期のように、非常に短い時間において流入がなされている場合などは、撮像面
を通過する速度の変化の影響が大きく、式（２０）で表されるＰＰＥ法だけでは表現がで
きない。しかし、ＰＰＥ法では、時空間分解能の十分な３次元ベクトル場を用いた際には
、断面間の境界条件より得られる時間加速度項を反映させることができ、これにより情報
の精度は高まる。そこで、本実施形態では、ステップＳ５で算出した血流ベクトルの３次
元効果を次式（２１）に示すように、補正項Ｃとして追加し、ＰＰＥ法で算出される圧分
布の精度を向上する。
【００７２】

【数２１】

　ここでＣは式（２２）で表される。
【００７３】

【数２２】

　式（２２）からわかるように、Ｃは、ステップＳ５で算出した撮像面（２次元の面）と
直交する方向の速度空間変化率の時間微分および空間微分の項からなる。これらはメモリ
１５７に格納された３次元効果推定部１５５の時間的、空間的計算結果から、時間情報を
読み出すことで、算出できる。
【００７４】
　式（２１）の解法は、ＰＰＥ法による式（２０）の解法と同様であり、血流ベクトルの
各方向成分を各点において、式（２１）を離散化することで、離散化された式（２１）の
方程式を構築し、さらに、ベクトルの数と同等数の連立方程式をたて、逆問題として解く
ことができる。離散化の方法は、中心差分、前方差分、後方差分、あるいはスタガード格
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子を用いるものなど多種あり、特に限定されないが、最も代表的なスタガード格子を用い
ることが好ましい。なお逆問題の解き方に関しては公知の解法が多々あるため、ここでは
説明を割愛する。
【００７５】
　また境界条件としては、微分型のノイマン型境界条件を与えてもよいし，数値を与える
ディレクレ型の境界条件でもよい。境界条件にＮａｖｉｅｒ－Ｓｔｏｋｅ式から求められ
る圧較差情報を付加してもよい。これらは公知技術のため詳細は記載しない。
【００７６】
　ＰＰＥ法では、圧分布を算出する際に一点の基準圧を指定する必要がある。本実施形態
のように左心室を対象とする場合、心尖部付近、心基部、左房内など検者が所望する箇所
の基準圧を指定することができる。基準圧は、超音波撮像とは別な計測方法で測定した値
を用いることができ、入力部１０を介して設定することができる。
【００７７】
　このようにＰＰＥ法に補正項として三次元効果を加えることにより、撮像面を通過する
速度の変化の影響を正しくとらえ、より正確な圧力分布が得られる。
【００７８】
　なお補正項Ｃは上述した例だけでなく、面外の影響を加味した、二次元情報から得られ
る速度場、速度微分、あるいはその組み合わせでもよい。また必要に応じて簡略化を行っ
てもよい。
【００７９】
　さらに、面外方向の運動量保存式を考慮することで、面外の速度の歪成分を推定するこ
とも可能である。その場合、補正項を加えた式は、次式（２３）のように記述してもよい
。
【数２３】

【００８０】
　次に、三次元効果推定部１５５が生成する診断情報の他の例として、撮像される検査体
積における流束（ｆｌｕｘ）を推定する手法を、図７を参照して説明する。流束は、検査
体積について物理量保存則を適応する際に未知となる流束（ｆｌｕｘ）であり、三次元効
果推定部１５５は、ステップＳ５で推定した三次元効果を用いて、流束を推定する。
【００８１】
　図７（ａ）は、平面的な心臓撮像の様子を示すものであり、照射領域３０に左心室が撮
像されている。ここでは簡単のため、２次的な平面撮像の例を示すが、平面撮像の際にも
、撮像平面には点線で示ように厚さΔｚが存在する。従って、この厚みのある撮像領域が
流束を推定する対象の検査体積である。
【００８２】
　この体積における所定の物理量Ａに着目すると、一般に物理量Ａの保存則は、図７（ｂ
）に示すように、検査体積内における物理量Ａの生成Ｇ、消散Ｄ、検査体積への流入流束
Ｆｉｎ、流出流束Ｆｏｕｔ、物理量に依存する外因Ｅによって決定される。保存則で必要
となるものは、流入流束Ｆｉｎと流出流束Ｆｏｕｔの差分である物理量Ａの残存量（フラ
ックス）である。診断情報生成部１５９は、スライス状の検査体積を通過する血流の速度
空間変化率を用いることで、物理量の残存量を算出する。算出方法は、具体的な物理量の
例示とともに後述する。
【００８３】
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　算出に必要な検査体積の厚みΔｚは、照射領域の厚み、即ち厚み方向のビーム幅であり
、照射位置によって決定してもよいし、最大、最小、あるいは平均的なビーム幅としても
よい。また算出に必要となる生体密度ρは、１０００～１１００ｋｇ／ｍ３の間の定数で
、組織毎の値が文献により知られている。これら文献値から組織別に代表的な値を選んで
もよい。粘性についても同様に文献値より代表的な値を抽出してもよい。
【００８４】
　物理量Ａは任意の物理量であり、質量、運動量、運動エネルギ、循環、熱量、造影剤な
どの物質の濃度、などのいずれでもよい。
【００８５】
　以下、物理量Ａの一例として運動エネルギの残存量の計算例を、図８（ａ）を用いて説
明する。運動エネルギＫは各格子点（直交座標では、ｘ方向のサンプリング行とｙ方向の
サンプリング列とが交差する点）に対して、各点の血流ベクトル情報ｕ１、ｕ２を用いて
、式（２４）により求めることができる。
【００８６】

【数２４】

【００８７】
　図８（ａ）の左側に示す分布図５２１は、こうして求めた運動エネルギの分布図である
。図８（ａ）に示すように、この運動エネルギ５２１と、ステップＳ５で算出したｚ方向
（撮像面に直交する方向）の速度空間変化率５２２とを、個々の算出点（格子点）毎に掛
けて積を求めることで、運動エネルギの残存量５２３を求めることができる。具体的には
運動エネルギの残存量（フラックス）Ｆは、次式（２５）により求めることが可能である
。
【００８８】
【数２５】

【００８９】
　さらに、式（２６）に示すように、運動エネルギの生成Ｇと消散Ｅは計測された速度ベ
クトル情報を用いて算出可能であることから、検査体積内における運動エネルギ保存式の
詳細を調べ、心臓が血流を駆出する際の心筋の負荷への影響や、心臓の駆出効率を調べる
ことが可能となる。もちろん、エネルギ保存式の各項に注目してもよい。
【００９０】

【数２６】

【００９１】
　物理量Ａの他の例として運動量の計算例を、運動エネルギ計算で参照した図８（ａ）と
図８（ｂ）を用いて説明する。但し、図８（ａ）において、分布図５２１は、運動量の分
布図と読み替え、残存量５２３は、運動量の残存量と読み替えるものとする。運動エネル
ギと同様に、ｘ方向あるいはｙ方向の運動量の平面的な分布図は速度ベクトル情報を用い
て算出可能である。なお、運動量の場合は、分布はベクトル情報となる。残存量も、運動
エネルギと同様に、ステップＳ５で算出したｚ方向速度空間変化率５２２と運動量分布５
２１との個々の算出点での積をもとめることで求めることができる。さらに、図８（ｂ）
に示すように、運動量の時間変化分布５２４と残存量５２３の和に対して、総和を求める
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ことで組織血流相互作用力５２５が算出できる。
【００９２】
　以下、算出方法を具体的に説明する。個々のベクトルが有する運動量Ｍは、生体密度ρ
、格子の持つ微小検査体積Ｖを用いて式（２７）で記述できる。格子の持つ体積Ｖは、ｘ
方向およびｙ方向の格子間幅、またビーム厚さを用いることで、例えば微小検査体積を立
方体として体積を算出することができる。
【数２７】

【００９３】
　心臓の所望の領域、例えば左室内についての運動量は、所望の領域を検者がポインティ
ングデバイスを用いて別途指定する、あるいはＶＦＭ計算領域全体を使うことにより算出
できる。
【００９４】
　この所望の領域について、その全体の運動量の和の時間変化と運動量フラックスは、所
望領域にかかる力の和である組織血流相互作用力に等しい。すなわち式（２８）の関係が
成り立つ。
【数２８】

【００９５】
　ここで運動量の和の時間変化は、経時的なＶＦＭから算出が可能である。運動量フラッ
クスは、式（２９）から求めることができる。
【数２９】

　これにより、式（２７）～（２９）を用いることで、組織血流相互作用力のベクトル（
図８：５２５）を求めることができる。
【００９６】
　なお、組織血流相互作用力はベクトルであり、ｘ方向の運動量のみの運動量保存を算出
したｘ方向のみの組織血流相互作用力成分、ｙ方向の運動量のみの運動量保存を算出した
ｙ方向のみの組織血流相互作用力成分が算出され、ｘ、ｙの両方向を算出した際には合成
組織血流相互作用力ベクトルが算出される。こうして求められる組織血流相互作用力方向
は、心臓の捻転運動の診断や非同期診断に期待できる。
【００９７】
＜ステップＳ７＞
　三次元効果推定部１５５によって推定された、上述の診断情報は、表示画像形成部１５
６において、超音波撮像装置で得られるその他の画像、例えば形態画像やドプラ波形とと
もに、グラフや数値などを含む表示画像とされ、表示部１４に表示される。表示の形態は
種々の形態を取ることができる。表示の実施形態は後述する。
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【００９８】
　本実施形態によれば、三次元効果を反映した診断情報を提供することができ、心臓の血
流動態などをより正確に把握することが可能になる。
【００９９】
＜第二実施形態＞
　本実施形態においても、エコー信号から、同一の位置について、２つの方法で血流速度
を算出する処理と、２つの方法で算出した血流速度の整合性を評価する処理と、血流速度
の整合性を用いて、撮像領域における血流の三次元効果を推定する処理と、推定された血
流の三次元効果を用いて、２点間の圧較差、血流フラックス、及び組織血流相互作用力な
どの診断情報を生成する処理と、を行うことは第一実施形態と同様である。
【０１００】
　本実施形態は、上述した処理を、入力部１０から入力される心臓の周期動情報や断層画
像形成部から得られる画像情報を利用して、各時相について、或いは収縮期や拡張期とい
った特徴的な時相について、三次元効果の推定を行い、診断情報を生成することが特徴で
ある。心臓の周期動情報は、心電図をもとに行うことができる。また僧帽弁流入速度、肺
動脈逆流速度、心壁運動速度、心壁運動などの情報も利用することができる。
【０１０１】
　本実施形態の処理の一例を図９に示す。図示する例では、心電図を参照しながら、各時
相のエコー信号を得て、これらエコー信号から、撮像断面の血流ベクトルを算出し、三次
元効果を推定する。これにより時相毎の三次元効果901が得られる。時相毎の三次元効果
９０１を用いて、時相毎の診断情報を算出する。三次元効果推定部１５５が算出する諸量
は、第一実施形態と同様であり、撮像断面に直交する方向の血流速度の空間変化率やそれ
から算出される諸量、さらには２点間の圧較差、運動量や運動エネルギのフラックス、組
織血流相互作用力などの診断情報を含む。
【０１０２】
　時系列で得られる診断情報９０２は、そのまま心電図とともに表示部１４に表示するこ
とができ、これにより診断情報の心周期に伴う変化を確認することができる。さらに三次
元効果推定部１５５が算出する諸量の推移を表示してもよいし、測定期間内における最大
値、最小値、平均値などの統計量９０３を算出してもよいし、時間変化（微分値）や積分
値などを算出してもよい。時系列データを得るのではなく、注目する特定の時相のデータ
を選択して、診断情報を生成してもよい。
【０１０３】
　本実施形態によれば、三次元効果を反映した診断情報を心時相と関連した情報として提
供することができる。
【０１０４】
＜表示の実施形態＞
　上述したように、本発明の超音波撮像装置では、三次元効果を反映した種々の診断情報
を提供することができ、その提供の仕方は特に限定されるものではないが、典型的な提供
方法は、装置の表示部１４に表示画像として表示する方法である。表示画像は表示画像形
成部１５６によって生成される。以下、表示（第一実施形態のステップＳ７）の実施形態
を図１０～図１４を参照して説明するが、表示方法はこれらに限定されず、種々の組み合
わせや、必須ではない要素の省略などが可能である。
【０１０５】
　図１０に、血流ベクトル三次元効果を表示する一例を示す。図示する例では、白黒の断
層像（ここでは心筋３１が示されている）と血流の速度ベクトル５１０を重ねあわせ、さ
らにステップＳ５で算出された三次元効果（撮像面に直交する方向の速度空間変化率）５
２０が等高線状に表示されている。また三次元効果表示部５１５が設けられており、撮像
面垂直方向の空間変化率５２０に関する数値や、任意の物理量およびその残差量、時間変
化、圧較差分布などを数値等で三次元効果表示部５１５に表示してもよい。
　もちろん、これら諸量は、ある基準点を設けて差分や割合として表示してもよい。また
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、血流ベクトル三次元効果の履歴を表示し、１心拍内のうちの最大値、最小値、平均値、
分散値の一つ以上を表示してもよい。
【０１０６】
　図１１に、圧較差分布５３０を表示した例を示す。ここでも圧較差の空間的な分布５３
０は、白黒の断層像を重ねあわせて表示している。この例でも、ある基準点を設けて圧較
差の差分や割合を表示してもよいし、圧較差分布の履歴を表示し、１心拍内のうちの最大
値、最小値、平均値、分散値の一つ以上を三次元効果表示部（５１５：図１０）に表示し
てもよい。また、検者がマウス等の入力部１０の操作を介して、画像中の所望の箇所を指
定することで、指定された箇所の値を画面に表示させるようにしてもよい。
【０１０７】
　図１２に示す表示例は、図１１と同様に、２点間の圧較差を示すものであるが、ここで
は圧較差の時間的変化をグラフ５４１で表示している。このグラフ５４１は、断層画像形
成部で取得した心筋の動きの時間的変化、ドプラ速度演算部で取得した血流速度の時間的
変化、あるいは外部心電図情報のいずれかの情報とともに、表示されることが好ましい。
図示する例では、心電図５４２及び僧帽弁流入波形５４３と２点間の圧較差のグラク５４
１を表示している。その他、予めメモリ１５７に格納してあった心筋の動きの時間的変化
、ドプラ速度演算部で取得した血流速度の時間的変化を心電図Ｒ波とＲ波の間で切り出し
（Ｒ－Ｒ間で同期）、表示させてもよい。心筋の動きは検者が所望する箇所の時間変化を
取得するＭモードの情報でもよい。
【０１０８】
　図１３は、診断情報生成部１５９が生成した組織血流相互作用力を表示した例である。
図示する例では、組織血流相互作用のｘ方向成分５４４ｘと、組織血流相互作用力のｙ方
向成分５４４ｙを、それぞれ経時的な変化を示すグラフで表示している。この場合にも、
心電図５４２や僧帽弁流入波形５４３などとともに表示しているが、予めメモリ１５７に
格納してあった心筋の動きの時間的変化、ドプラ速度演算部で取得した血流速度の時間的
変化を心電図Ｒ波とＲ波の間で切り出し（Ｒ－Ｒ間で同期）、表示させてもよい。心筋の
動きは検者が所望する箇所の時間変化を取得するＭモードの情報でもよい。
【０１０９】
　図１４は、ある時点で測定したエコー信号をもとに推定した組織血流相互作用力をベク
トル５４５として、白黒の断層像に重ねて表示した例である。この場合にも、三次元効果
表示部５１５に、組織血流相互作用力を数値化したものや、それ以外の諸量などを表示さ
せることができる。
【０１１０】
　本実施形態によれば、多様な表示が可能であり、これにより検者は、診断に有効な情報
を表示部を介して受け取ることができる。なお表示方法は上述した実施形態に限定されず
、種々の組み合わせや、必須ではない要素の省略などが可能である。また表示部は、本実
施形態の超音波撮像装置に備えられた表示部に限定されず、公知の種々のデータ転送技術
を利用することにより、他の表示装置においても表示することができることは言うまでも
ない。
【産業上の利用可能性】
【０１１１】
　本発明によれば、カラードプラ法の情報から血流の速度ベクトルが推定できる超音波診
断装置において、撮像断面に対し直交する血流速度成分を反映した高次の診断情報が提供
される。それにより、より確かな診断に貢献できる。
【符号の説明】
【０１１２】
１００・・・超音波撮像装置
１・・・装置本体
２・・・超音波探触子
１０・・・入力部
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１１・・・制御部
１２・・・超音波信号発生器
１３・・・超音波受信回路
１４・・・表示部
１５・・・信号処理部
１５１・・・断層画像形成部
１５２・・・組織速度演算部
１５３・・・ドプラ速度演算部（血流速度演算部）
１５４・・・血流ベクトル演算部（血流速度演算部）
１５５・・・三次元効果推定部
１５８・・・空間変化率演算部
１５９・・・診断情報生成部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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